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Ⅰ ． 全 て の こ ど も た ち へ の よ り よ い 教 育 の 実 現 に 向 け て  

 

 

本県の教職員は、強い使命感や責任感のもと、日々、こどもたちのために、

尽力しています。 

 

教職員の仕事は、こどもたちの人生に大きな影響を与え、こどもたちの成長 

を直接感じとることのできる素晴らしい職業である反面、専門職としての強い 

使命感や責任感を持って仕事に取り組むが故に、多様化する業務の中で、ワー 

ク・ライフ・バランスが崩れることや、時間外在校等時間が長くなってしまう 

という実態が浮き彫りになっています。 

 

その結果、教職員としての「働きがい」を感じにくくなったり、自身の健康 

を害することとなったり、本来こどもたちのためにできたはずの教育が十分に 

行われなくなってしまうということは、改善していかなければなりません。 

 

また、社会全体の「生活様式」や「働き方」が日々アップデートされており 

ますが、教職員をはじめとする専門性の高い職業も例外ではありません。多く 

の若者に本県の教職員を目指してもらうためにも、これまでの働き方を見直す 

アップデートは必要不可欠です。 

 

県教育委員会は、令和８(2026)年度からの本県教育振興基本計画である「と

ちぎ教育ビジョン（2026-2030）」の基本理念「誰もが自分の可能性を開花さ

せ ともに未来を描く とちぎの教育」の実現に向けて取組を進めていくこと

としています。 

 

「とちぎ教育ビジョン（2026-2030）」の取組と整合性を図りながら、教職

員一人一人のワーク・ライフ・バランスが尊重され、働きやすさと働きがいが

両立した環境を実現し、本県の教職員が、自らの専門性を最大限に発揮し、こ

ども一人一人の学びを最大限に引き出し、主体的な学びを支援する伴走者とし

て、心身ともに健康で生き生きと教育に携わることができるよう、「学校にお

ける働き方改革推進計画」を策定いたしました。 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．全てのこどもたちへのよりよい教育の実現に向けて 



 

2 

 

 
Ⅱ．計画の趣旨・本県の現状 

１ 計画の趣旨 

本県においては、平成 30(2018)年度に「栃木県公立学校業務改善推進委 

員会」を設置し、平成 31(2019)年１月に「学校における働き方改革推進プラ 

ン（第１期）」、令和４(2022)年３月に「学校における働き方改革推進プラ 

ン（第２期）」（以下「第２期プラン」という。）を策定し、学校における働き 

方改革の取組を推進してきました。 

 

そうした中、国においては、令和６(2024)年度の中央教育審議会「『令和の

日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的

な方策について（答申）」を踏まえて、令和７(2025)年６月に「公立の義務教

育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」（以下「給特法」という。）

等の改正が行われ、全ての教育委員会に対し「業務量管理・健康確保措置実施

計画」の策定・公表や総合教育会議への報告等を義務づけました。また、給特

法等の改正を受けて、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育

職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るた

めに講ずべき措置に関する指針」（以下「国指針」という。）も改定しました。 

 

本県の第２期プランは、令和４(2022)年度から令和８(2026)年度までを計

画期間として定めていたところですが、国指針の改定を受け、より現在の課題

に即した実効性のある内容にするために、第２期プランを計画期間の終期を待

たずに全面改定し、新たに「学校における働き方改革推進計画」（以下「本計

画」という。）を「教職員が、心身ともに健康で、いきいきとやりがいをもち

ながら、本来的な業務に着実に取り組むことができる環境を整備することによ

り、本県における教育の質の更なる向上を図る」という目的で策定することと

いたしました。 

本計画は、県教育委員会及び県立学校を主な対象とした内容としております

が、第２期プランと同様に、市町教育委員会に対しても、本計画を参考とした

取組を促し、学校における働き方改革を全県的に推進して参ります。 

 

なお、本計画は、給特法第８条第１項の規定に基づき教育委員会が策定する

「教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計画」として位置付けます。 

また、令和８（2026）年度から５年間の県政の基本方針となる栃木県重点

戦略「新とちぎ未来創造プラン」や「とちぎ教育ビジョン（2026-2030）」、

教育に関する個別計画との整合性も図りながら策定いたしました。 
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２ 本県の現状 

(1) 第２期プランの目標達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２期プラン目標①】 

教員の時間外在校等時間を１か月で 45 時間以内、１年間で 360 時間以内 

とする。 

 

77.9% 78.3% 79.2%

35.9% 36.7%

46.5%

72.0% 72.7% 73.4%

70.1%
70.9% 71.6%

98.9% 98.9% 98.7%

91.6% 91.3%
92.6%
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令和4(2022) 令和5(2023) 令和6(2024)

４月から３月の時間外在校等時間が1か月当たり45時間以内であった教職員の割合

全校種

県立中学校

高校（全定通）

高校（全）

高校（定通）

特別支援学校

 

56.4% 58.2% 59.7%

12.2% 10.0%
16.0%

48.0% 50.5% 51.5%

44.8% 47.4% 48.5%

94.1% 96.2% 95.6%

74.8% 75.5%
78.2%

0%

25%

50%

75%

100%

令和4(2022) 令和5(2023) 令和6(2024)

年間の時間外在校等時間が１年間で360時間以内であった教員の割合

全校種

県立中学校

高校（全定通）

高校（全）

高校（定通）

特別支援学校

高校（定通）や特別支援学校の時間外在校等時間１か月当たり 45 時間以内であ

った教職員の割合が安定して 90％を超える等の成果はあったが、第１期プラン

同様、県立中学校が全校種平均を大きく下回るなど、目標である 100％達成に

向けては課題がある。 

 
（県立学校勤怠管理システム） 

（県立学校勤怠管理システム） 
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【第２期プラン目標②】 
業務改善により、教材研究や授業準備、児童・生徒指導に充てる時間が増加し
た教員の割合を増やす。 

 

23.9%
23.6%

39.9%

14.0%

19.1%

36.2%

22.7%
23.7%

39.7%

22.0%

39.5%30.8%
27.7%

41.8%

27.2%

23.4%

40.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

令和4(2022) 令和5(2023) 令和6(2024)

業務改善に向けた取組によって、教材研究や授業準備、児童・生徒指導に充てる時間が増

加したと思うか。

全校種

県立中学校

高校（全定通）

高校（全）

高校（定通）

特別支援学校

【第２期プラン目標③（当時中間目標として設定）】 
時間外在校等時間が１か月で 80 時間を超える教員の割合について、プランの
中間年度である令和６(2024)年度までに０％とする。 

 

2.7% 2.4% 2.1%

8.3%

10.4% 10.4%

3.8%
3.3% 3.0%

4.1%
3.6%

3.2%

0.0% 0.0%

0.1% 0.1% 0.0%0%

5%

10%

15%

令和4(2022) 令和5(2023) 令和6(2024)

時間外在校等時間が1か月80時間を超える教員の割合

全校種

県立中学校

高校（全定通）

高校（全）

高校（定通）

特別支援学校

令和６(2024)年度には、全校種において前年度を上回る等一定の成果があった。 

 

過労死ラインである時間外在校等時間が１か月当たり 80 時間を超える教員の割

合は、県立中学校で 10％を超えるなど、依然として一定数存在しているという

課題がある。 

（実態調査）  

（県立学校勤怠管理システム） 
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(2) 令和７(2025)年度の本県の状況（県立学校、市町立学校） 

 

◆ ワーク・ライフ・バランスに関すること 
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55.6

48.7

24.4

28.9

39.1

22.8

10.1

21.1

24.8

8.9

14.5

13.0

11.9

6.3

5.7

10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学校等

中学校等

中学校

高校（全）

高校（定通）

特別支援学校

R7 全体

図Ⅰ．仕事と仕事以外の生活のバランスに満足しているか

満足している どちらかと言えば満足している どちらかと言えば満足していない 満足していない

「『学校における働き方改革推進プラン(第２期)』に基づく実態調査結果」より状況を把握した。 

・ 対象期間･･･令和７(2025)年４月～７月  

・ 調査対象及び回答率  

 
 

 
 

 

学校種  本報告書における表記   役職・職種等  本報告書における記載  

市町立小学校  市
町
立 

小学校等  
各学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、

教諭、養護教諭、栄養教諭(学校勤務の方の

み)、助教諭、養護助教諭、講師、実習教員、

寄宿舎教員、事務職員(県立学校の司書を含

む)、学校栄養職員(学校勤務の方のみ)、学

校看護師、技能労務職員  

全教職員  

市町立義務教育学校前期課程  

市町立中学校  

中学校等  
市町立義務教育学校後期課程  

県立中学校  
県
立 中学校  主幹教諭、教諭、助教諭、講師  教諭等  

 
 
 
 

 

回答率回答対象数対象調査区分

100％569校569校全ての公立学校学校調査

93.6％14,111人15,078人フルタイムの教職員教職員調査

図Ⅰのとおり、肯定的に回答（「満足している」及び「どちらかと言えば満

足している」）した教職員は、全体で 64.7％と概ね満足している傾向である。 

校種別では高等学校（定通）が満足度 83.6％で最も高い。一方、中学校で

の満足度は、市町立 56.5％、県立 47.8％と半数程度となっている。 

「満足していない」と回答した教職員は市町立中学校等が 14.5％、県立中

学校が 13.0％、県立高校（全）が 11.9％となっている。 

市
町
立 

県
立 

※本調査結果における学校種の表記方法および役職・職種等の分類について  



 

6 

 

◆ 勤務時間の適正化に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

51.5

35.0

30.4

65.0

96.3

86.8

53.6

49.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

小学校等

中学校等

中学校

高校（全）

高校（定通）

特別支援学校

全教職員

教諭等

図Ⅱ．時間外在校等時間が１か月45時間以下の教職員の割合

 

9.1

23.5

32.6

6.8

0.0

0.8

11.5

12.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

小学校等

中学校等

中学校

高校（全）

高校（定通）

特別支援学校

全教職員

教諭等

図Ⅲ．時間外在校等時間が月80時間超の教職員の割合

時間外在校等時間が１か月 45 時間以下の教職員は、図Ⅱのとおり、半数

程度に留まっている状況となっており、多くの教職員が月 45 時間以上の時

間外在校等時間に業務を行っている。 

校種別に見ると、市町立中学校等が 35.0%、県立中学校が 30.4％と特に

低くなっている。 

過労死ラインである１か月 80 時間を超える教職員は、図Ⅲのとおり、全教

職員で 11.5％。校種別に見ると、市町立中学校等が 23.5%、県立中学校が

32.6％と特に多いほか、市町立小学校等で 9.1％、県立高校（全）で 6.8％

と依然として存在している。 

市
町
立 

県
立 

県
立 

市
町
立 
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◆ 時間外在校等時間に行った業務に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校

（全日制）

高等学校

（定時・通信制）

教材研究・授業準備 54.8 63.1 46.6 40.0 45.0 48.6 58.0

クラス・学年業務 51.2 63.1 46.5 62.5 29.4 31.7 51.2

文書作成（報告書など） 45.9 54.2 32.8 25.0 36.0 40.1 62.4

部活動指導 27.6 1.4 66.6 52.5 51.4 10.6 1.1

テスト作成・採点 22.9 24.4 18.6 32.5 36.3 21.1 2.3

保護者対応 14.3 19.1 15.9 7.5 6.7 12.0 2.8

児童・生徒指導 15.1 14.5 20.9 12.5 14.6 12.0 3.1

その他の分掌業務 10.1 11.1 8.1 15.0 8.8 13.4 13.1

中学校・

義務教育

（後期）

市町立 県立

全体
割合

（％）

高校

中学校 特別支援学校

小学校・

義務教育

（前期）

 

部活動を含めた全ての時間外在校等時間の合計（時間）
部活動指導

月別 部活動の担当無し
副顧問正顧問

文科系運動系文科系運動系

47.547.852.248.465.0４月

46.447.452.848.565.4５月

46.447.852.147.762.8６月

34.639.041.042.150.2７月

43.845.549.846.760.9R7平均

41.743.048.945.161.7R6平均

図Ⅳ．時間外在校等時間に行った業務 

教材研究・授業準備やクラス・学年業務といった、教員の本来業務に次い

で時間外在校等時間に多く行われた業務が部活動であった。 

図Ⅳのとおり全体では４つ目に多い 27.6％であるが、校種別に見ると、市

町立中学校等が 66.6％、県立高校（全日制）が 51.4％と時間外在校等時間

に最も多く行われた業務となっている。県立中学校も２番目に多い 52.5％で

あり、部活動の負担軽減・抜本的な改革が、ワーク・ライフ・バランスの満

足度向上や勤務時間の適正化において、最重要課題であると考えられる。 

【参考】 

正顧問と副顧問それぞれの運動系と文化系と部活動の担当無しを比較する

と、特に正顧問運動系の時間外在校等時間が多くなっており、部活動の担当

無しの時間外在校等時間と比較すると１か月で約 17 時間の差がある。 
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◆ 令和７年４月～７月の時間外在校等時間の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校種 本報告書における表記 

市町立小学校 市
町
立 

小学校等 
市町立義務教育学校前期課程 

市町立中学校 
中学校等 

市町立義務教育学校後期課程 

県立中学校 
県立 

中学校 

 

学校種 本報告書における表記 

市町立小学校 市
町
立 

小学校等 
市町立義務教育学校前期課程 

市町立中学校 
中学校等 

市町立義務教育学校後期課程 

県立中学校 
県立 

中学校 

 

 

46.7

58.7

66.3

38.1

13.6

26.1
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図Ⅴ．４月～７月時間外在校等時間（平均）

令和 7 年 4 月～7 月の時間外在校等時間は、全体の 45.9％が１か月平均

45 時間を超過しており、業務が集中しやすい時期と見て取れる。 

校種別に見ると、県立中学校で平均 66.3 時間、市町立中学校等で 58.7 時

間、市町立小学校等で 46.7 時間の順で多くなっており、業務の平準化等に

向け、更なる取組の加速が求められると考えられる。 

市
町
立 

県
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Ⅲ ． 計 画 の 対 象  

 

本計画は、県教育委員会及び県立学校を対象とします。 

※ なお、市町立学校については、各市町教育委員会が定める業務量管理・健康確保措 

置実施計画に基づき取組を推進するとともに、県教育委員会としても、後述する  

「Ⅶ．関連する取組、フォローアップ」に記載のとおり、市町教育委員会に対し給特 

法に基づく指導・助言等を行います。 

 

 

 

 
Ⅳ．目標  

１ ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標 

「全てのこどもたちへのよりよい教育の実現」のためには、教職員一人一人

のワーク・ライフ・バランスが尊重され、心身ともに健康な状態で、自らの専

門性を最大限に発揮し、こどもたちの人生によりよい影響を与えているとの実

感を持ちながら働ける環境であることが必要です。 

そのような教育環境を実現するために、次の①と②の目標を設定します。 

※「とちぎ教育ビジョン(2026–2030)」基本目標Ⅴ基本施策 10 の推進指標と同目標 

 ※ 基準年度：令和７(2025)年度  

※ 基 準 値：小 66.7%、中 56.4%、高 66.6%、特 73.1% 

 

※ 目標基準は、他県事例等を参考に 80％に設定 

 

 

 

 

 

Ⅳ．目標 

①「仕事と仕事以外の生活のバランスに満足しているか」の質問に肯定的に 

回答した教職員の割合を令和 12(2030)年度までに全校種 80％とする。 

②「自分の仕事が児童生徒の成長につながっていると実感できているか」の 

質問に肯定的に回答した教職員の割合を令和 12(2030)年度までに全校種 

80％とする。 

Ⅲ．計画の対象 
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２ 時間外在校等時間に関する目標 

県立学校の勤怠管理システムの状況や本県で実施している実態調査の結果に

よると、「教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則（令和３年県教育委員

会規則第５号）」に定める内容1が完全に遵守されているとは言い切れません。 

そのため、教育委員会が遵守すべき「安全配慮義務2」の観点や政府目標とし

て国指針に「１箇月時間外在校等時間が 80 時間を超える教育職員を早急になく

さなければならない。」と示されたことを踏まえ、次の③と④の目標を設定しま

す。 

 

 

 

  
Ⅴ．計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 
1 教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則第２条に定める時間外在校等時間の上限 

 １か月について    45 時間以内 

１年について     360 時間以内 

 ２～６か月の各平均  80 時間以内 

 45 時間を超える月 ６か月／年以内 
2 安全配慮義務･･･使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理

するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康

を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって

労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の上記注意義務の内容に

従ってその権限を行使すべきものである。(平成 12 年３月 24 日最高裁判決) 

③教職員の時間外在校等時間を１か月当たり 45 時間以内、１年間の合計時間 

を 360 時間以内とする。 

令和８(2026)年度から令和 12(2030)年度までの５年間とする。 

 なお、本計画は県内の学校の働き方改革の状況や国の動向等を踏まえ、業 

務改善推進委員会等を活用し、毎年度見直しをしながら推進することとする。 

Ⅴ．計画の期間 

④時間外在校等時間が１か月当たり 80 時間を超える教職員の割合を令和９ 

(2027)年度までに０％とする。 
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「全てのこどもたちへのよりよい教育の実現」に向けた本計画の目標達成の

ためには、教職員一人一人のワーク・ライフ・バランスが尊重され、心身とも

に健康な状態で、自らの専門性を最大限に発揮できる環境の整備が必要です。 

そのため、『服務管理の徹底』、『部活動改革』、『業務３分類』、『学校におけ

る措置の推進』、『教職員の健康及び福祉の確保に関する取組』の５つの観点

で、本計画により推進していく取組を整理しました。 

各学校や教職員一人一人がこれらの取組を実践し、働きやすさと働きがいが

両立された職場となることで、「全てのこどもたちへのよりよい教育」が実現

するように取組を推進していきます。 
Ⅵ．内容  

１ 服務管理の徹底に関すること 

◆ 最終退校時間の設定や業務の平準化を徹底し、「教育職員の業務量の適 

切な管理等に関する規則」第２条の規定（時間外在校等時間１か月 45 時 

間以内、１年間 360 時間以内等）の遵守を徹底する。 

◆ 休憩時間の確保ができるよう業務量の調整・勤務時間の管理を行うとと 

もに、「手待時間3」は休憩時間ではないということの周知を図る。また、 

休憩時間の取得については、柔軟な取得ができるよう制度の見直し等を含 

めて検討する。 

 ◆ 学校外の校務として行う業務に直行又は直帰する場合や、土日や祝日等 

における校務として行う業務の時間の客観的把握及び勤怠管理システムへ 

の入力を徹底する。 

◆ 年度当初に計画した予算額や行事等のマネジメントを意識した学校運営 

を徹底する。 

◆ 外部団体等に対し、大会運営や生徒引率の在り方について検討・見直し 

を依頼する。 

◆ 兼職兼業を行う教員については、勤務管理を行う運営団体等と連携し、 

勤務時間等の適切な労務管理を徹底する。 

 

 

 

 

 
3 手待時間･･･使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならないといった待機

時間を指す。労働基準法第 34 条第３項では「使用者は、（中略）休憩時間を自由に利用

させなければならない。」ということが規定されており、形式上の休憩時間中であっても

業務と見なされる状態にあった場合は、使用者は、別途休憩を取得させる必要がある。 

Ⅵ．内容 

１ 服務管理の徹底に関すること 
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２ 部活動改革に関すること 

（１）適切な運営のための体制整備に関すること 

◆ 教職員の負担軽減の観点から、部活動指導員が生徒への日常的な指導だ 

けでなく、大会引率や部活動の管理運営、保護者への連絡等を含め、幅広 

い役割を担うことのできる体制の構築を図る。 

◆ 管理職は、毎月の活動計画等をホームページで公表するとともに、活動 

実績の確認等により、学校部活動の活動内容を把握し、教職員の負担が 

過度とならないよう持続可能な運営体制が整えられているかについて、 

適宜、指導・是正を徹底する。 

◆ 教職員の長時間勤務の解消等の観点から学校部活動が持続可能なものと 

なるよう、生徒数や部活動指導員等の配置状況等を踏まえ、部活動数の適 

正化を行う。 

◆ 教職員を部活動顧問とする場合には、他の校務分掌や本人の抱える事情 

等を勘案した上で、部活動開始・終了時刻の繰上げ等活動時間を教職員の 

勤務時間内で適切に設定するなどの工夫を行い、教職員の負担が過度とな 

らないよう十分に留意する。 

 

 

（２）適切な活動時間・休養日等の設定に関すること 

◆ 生徒及び教職員の健全な活動のために国のガイドラインや県の次期学校 

部活動等に関する方針等に記載されている適切な活動時間・休養日等の設 

定を厳守する。 

 ※ 県の次期学校部活動等に関する方針は令和８年度改訂予定 

  ▶ 週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土曜 

日及び日曜日は少なくとも１日以上を休養日とする。） 

  ▶ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日は３ 

時間程度とする。 

◆ 国のガイドラインや県の次期学校部活動等に関する方針等、中央競技団 

体が作成した競技ごとの指導の手引きを活用し、過度な練習や活動を防止 

するとともに、それぞれの競技の特性を踏まえた効率的・効果的な練習・ 

活動の積極的な導入等により、短時間で効果が得られる指導を行う。 

◆ 練習試合や大会等で国のガイドラインや県の次期学校部活動等に関する 

方針等の活動時間を超えて活動する場合には、生徒及び教職員の健康管理 

に十分配慮し、１日のうちに休養時間を適切に設定するとともに、別の日 

の活動時間を減らすなど、週当たりの活動時間にも留意する。 

 

２ 部活動改革に関すること 

（１）  

（２）  
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（３）大会・コンクールの在り方に関すること 

◆ 学校部活動の大会等の引率については、教職員の負担が過度にならない 

よう配慮しつつ、県、市町、大会主催者等において規程の見直しを適正に 

実施する。 

◆ 大会運営への従事については、教職員等に過度な負担をかけない適切な 

体制を整えることや、持続可能で効率的な運営の在り方について大会主催 

者等と連携して検討する。 

 

 

（４）兼職兼業に関すること 

◆ 兼職兼業の許可をする際には、教職員の本人の意思を尊重し、指導を望 

んでいないにもかかわらず参加を強いられることがないよう十分に確認す 

る。 

◆ 兼職兼業を行う教職員については、服務監督教育委員会と地域クラブ活 

動の指導者の身分としての勤務管理を行う運営団体等が連携して、勤務時 

間等の適切な労務管理を実施する。 

▶ １か月の兼職兼業における地域クラブ活動時間と時間外在校等時間を 

通算した時間は 45 時間以内を目安とする。 

▶ １か月の兼職兼業における地域クラブ活動時間と時間外在校等時間を 

通算した時間が 80 時間以内とならないことが見込まれる場合には兼職 

兼業の許可をしないこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）  

（４）  
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３ 「業務の３分類」に関すること 

（１）学校以外が担うべき業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：文部科学省作成資料） 

 

【主な取組】 

(1) 登下校時の通学路における日常的な見守り活動等（「３分類」①関係） 

◆ 始業前の児童生徒の見守りや放課後の学校施設使用等について、児童

生徒の実態や学校の実情等を踏まえ、地域住民や保護者、ＯＢ等の外部

人材の活用について、検討する。 

(2) 放課後から夜間などにおける校外の見回り、児童生徒が補導された時の 

対応（「３分類」②関係） 

  ◆ 保護者・地域・警察等との連携を図り、地域全体で校外における生徒 

の安全を見守ることのできる仕組みを構築する。 

◆ 学校警察連絡協議会等において、補導された児童生徒の引取りにつ 

いては、保護者が第一義的な責任を負うことについて認識を共有し、警 

察が保護者に直接連絡する仕組みを構築する。 

(3) 学校徴収金の徴収・管理（「３分類」③関係） 

  ◆ 学校徴収金の徴収は口座振り込みを原則とする。 

 

３ 「業務の３分類」に関すること 

（１）  学校以外が担うべき業務  
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(4) 地域学校協働活動の関係者間の連絡調整等（「３分類」④関係） 

  ◆ 地域コーディネーターを積極的に活用し、地域連携教員の負担軽減を 

促進する。 

(5) 保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案 

への対応（「３分類」⑤関係） 

◆ 栃木県カスタマーハラスメント防止条例を踏まえ、県立学校でのカス

タマーハラスメント対応について検討する。 

◆ 県教育委員会が直接苦情等に対応する相談窓口の設置を検討する。 

◆ 困難な事案への迅速かつ適切な対応に向け、スクールロイヤー(弁護

士)による法律相談や研修会を通じて学校を支援する。 

◆ スクールロイヤーと保護者等が直接応対できるような仕組みづくりに

ついて、検討していく。 

 

  

（２）教師以外が積極的に参画すべき業務 

【主な取組】 

(1) 調査・統計等への回答、学校の広報資料・ウェブサイトの作成・管理、 

ICT 機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理（「３分類」⑥⑦⑧関 

係） 

◆ 県教育委員会において、調査の対象・頻度・時期・内容・様式等を精

査することによって、県立学校に発出される調査の回答に係る事務負担

を軽減する。 

◆ 県教育委員会は、県立学校へ送付する文書量の縮減に努める。あわせ

て、教職員を通じた児童生徒等への周知依頼文等についても量の縮減に

努める。 

◆ 県教育委員会は、事務職員等が担う事務処理全体をデジタル化等によ

って効率化し、事務職員等の校務運営への積極的な参画を促進する。 

◆ 調査・統計等の回答や ICT 機器の台帳管理等について、事務職員等の

積極的な参画を促進する。 

(2) 学校プールや体育館等の施設・設備の管理、校舎の開錠・施錠、校内清掃 

（「３分類」⑨⑩⑫関係） 

◆ 警備会社との契約内容を見直すなど、校舎の開錠・施錠等、外部業者

の活用について検討し、教職員以外の積極的な参画を促進する。 

◆ 教職員が施錠等をする場合、「栃木県立学校における盗撮防止等ガイ

ドライン」も踏まえ、特定の教職員に責任や負担が集中しないよう配慮

するとともに、休日や深夜については警備会社と連携し、人の出入りの

把握を徹底する。 

 

（２）  
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(3) 部活動（「３分類」⑬関係） 

◆ 部活動指導員を適切に配置する。 

◆ 域内におけるスポーツ・文化芸術団体や大学、地域企業等の協力を得

ながら、指導者発掘・把握に努め、「栃木県部活動指導員・地域クラブ

活動指導者バンク」の運用と充実を図る。 

◆ 地域クラブ活動における大会等の引率は、原則として地域クラブ活動 

の指導者等が担う。 

◆ 大学や地域企業等の参画促進等、部活動地域展開・地域連携の円滑な

推進を目指す。 

 

 

（３）教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務 

【主な取組】 

(1) 授業準備、学習評価や成績処理（「３分類」⑮⑯関係） 

◆ 教材の印刷や採点の補助等教師以外が担うことの出来る業務等につい

ては、積極的に教員業務支援員等の支援スタッフが中心となって行う。 

◆ デジタル技術の活用等による負担軽減を促進する。 

(2) 学校行事の準備・運営（「３分類」⑰関係） 

◆ 関係機関との日程調整、物品の準備等の業務について、教職員と事務

職員及び教員業務支援員等の支援スタッフとの協働を促進する。  

(3) 進路指導の準備（「３分類」⑱関係） 

◆ 事務職員や教員業務支援員等の支援スタッフ、地方公共団体等におけ

る就職に関する専門人材と教職員との協働を促進する。 

(4) 支援が必要な児童生徒・家庭への対応（「３分類」⑲関係） 

◆ 児童生徒の状況に応じ、養護教諭のほか、スクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカー、学校看護師、特別支援教育支援員、医療若

しくは福祉に関する専門人材又は日本語指導に係る支援員等による効果

的な支援が期待される業務について、これらの人材と教職員との協働を

促進する。 

◆ 不登校児童生徒への対応にあっては、関係機関等と連携して効果的な

支援を促進する。   

（３）  
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４ 「学校における措置の推進」に関すること 

（１）教育課程に関すること 

【主な取組】  

 ◆ 学校教育法施行規則や学習指導要領に示された教育課程の編成の基準に 

基づき、児童生徒の学びの質を維持しつつ、教職員の働き方が持続可能な 

ものとなるよう各教科・科目の単位数を見直す。 

◆ 時間外在校等時間が集中する４月～６月の実態を踏まえ、１日及び１週 

間当たりの授業時数及び年間授業週数の平準化を図り、教育の質の向上の 

ために必要な時間的余裕を創出する。 

◆ 学校行事の教育的価値を検討し、学校としての体裁を保つためのものや 

前例のみにとらわれて慣例的に行っている部分をやめ、教育上真に必要と 

されるものに精選する。特に時間外在校等時間が集中する４月～６月の行 

事について留意する。 

◆ 模擬試験や各種検定試験等については、学習における位置づけを明確に 

し、実施の有無について適宜見直しを行う。その際、外部委託が可能かど 

うかについても検討する。 

（２）業務の見直しに関すること 

【主な取組】  

 ◆ 勤務時間の柔軟な割り振りのために、教職員が時差出勤を選択可能とす 

ることができるよう規則等の整備を図る。 

◆ 放課後に行われる児童生徒の活動時間（補習及び部活動を含む。）を教 

職員に割り振られた勤務時間内に適切に設定するなどの工夫を行う。特に 

時間外在校等時間が集中する４月～６月の放課後に行われる児童生徒の活 

動について留意する。 

◆ 欠席連絡や文書管理等の校務について、デジタル技術を活用した効率化 

を推進する。 

◆ オンラインや統合型校務支援システム等を活用し、職務経験の少ない教 

職員や校内に同一教科が少ない教職員等が校内外の専門性の高い教職員へ 

の相談や教材・教具等を共有できる体制を整備する。 

◆ 改正学校教育法の規定に基づき、学校評価の結果に基づき講ずる学校運 

営の改善を図るための措置が、本計画に適合するものとなるよう指導を徹 

底する。 

 ◆ 改正地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、学校運 

営協議会の承認を得ることとなっている学校運営に関する「基本的な方 

針」に、業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容を含めるよう指導 

を徹底する。 

４ 「学校における措置の推進」に関すること 

（１）  

（２）  
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 ◆ 学校運営協議会や学校評議員等を活用し、地域と学校の連携を促進し、 

学校内の業務や勤務時間の実態の共有や学校が担っている業務の一部を地 

域学校協働活動4 の一環として実施するなど、保護者及び地域住民その他 

の関係者との連携による教職員の業務の分担の見直しや適正化を図る。 

 ◆ 自動電話振分システムや自動録音システム等の効果を検証し、導入の 

可能性について検討する。 

 

５ 「教職員の健康及び福祉の確保に関する取組」に関すること 

◆ 勤怠管理システムによる客観的な方法で、出退勤時刻を把握する。 

◆ 終業から始業までに 11 時間以上の継続した休息時間（勤務間インター 

バル）を徹底する。 

 ◆ 管理職は、教職員の勤務時間を平準化し、１か月当たりの時間外在校等 

時間が 80 時間を超過した教職員がいた場合は、翌月までに解消すること 

を徹底する。 

◆ １か月当たりの時間外在校等時間が 80 時間を超えた教職員に対し、産 

業医等による面接指導を実施する。 

 ◆ 完全退勤時刻を設定し、時間を意識した働き方を推進する。 

 ◆ 各月で定時退勤日を設定する。 

◆ 全ての学校においてストレスチェックを実施するとともに、その集団分 

析結果等を活用して職場環境の改善を推進する。 

◆ 心身の健康問題について、公立学校共済組合が設置する相談窓口を活用 

するとともに、当該窓口の周知を図る。 

◆ 能力･行動評価において、時間管理の意識をもって業務改善に取り組み､ 

自己の心身の健康を保持するという項目等を取り入れ、より一層働き方改 

革を意識した取組を働きかけ、評価への活用を検討する。 

 ◆ 県教育委員会は、県立学校長等管理職との面談等を通じ、各学校におけ 

る業務や環境整備等の状況について事後的に検証を行い、当該学校におけ 

る教職員の勤務状況を速やかに改善させるための方策の検討及び実施の支 

援その他の取組を実施する。 

◆ 栃木県人事委員会と勤務時間の上限方針及び本計画について認識を共有 

し、専門的な助言を求めるなど連携を図る。  

 
4 地域学校協働活動･･･地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企

業、団体・ 機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長

を支えるとともに、 「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパ

ートナーとして連携・協働して 行う様々な活動。（出典：文部科学省資料） 

５ 「教職員の健康及び福祉の確保に関する取組」に関すること 
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Ⅶ．関連する取組、フォローアップ  

１ 計画の取組状況の報告等に関すること 

(1) 計画の公表 

◆ 本計画について、ホームページに掲載する。 

(https://www.pref.tochigi.lg.jp  /m01/gakkouniokeruhatarakikatakeikaku.html) 

(2) 実施状況の把握等 

◆ 実態調査（学校調査、教職員調査）を毎年度実施し、教職員の働き方 

の状況を把握する。 

◆ 勤怠管理システムにより教職員の勤務時間の状況を把握する。 

(3) 実施状況の公表 

◆ 業務改善推進委員会の開催結果(目標の達成状況含む)について、ホー 

ムページに掲載する。 

(https://www.pref.tochigi.lg.jp /m01/2023jittaityousakekka.html ) 

  ◆ 勤怠管理システムの分析結果を栃木県ホームページに掲載する。 

(https://www.pref.tochigi.lg.jp /m01/kenritugakkoujikanngaijyoukyou.html) 

 (4) 総合教育会議 

  ◆ 本計画の策定・変更の報告を行う。 

  ◆ 実施状況の報告を行う。 

(5) フォローアップ（人材確保、研修等） 

  ◆ 高校・大学における教職説明会、学校で働きたい人応援イベントや栃 

木県ホームページ等を通じた講師登録についての案内の周知徹底を図り、 

引き続き人材確保に努める。 

◆ 学校における働き方改革マネジメント研修 

 

２ 市町教育委員会に関すること 

(1) 市町教育委員会 

◆ 各市町教育委員会の実情に応じて、給特法に基づき業務量管理・健康 

確保措置実施計画を策定・公表、実施状況の公表、市町総合教育会議への 

報告等を実施する。 

(2) 県教育委員会 

◆ 教育事務所等と連携を図りながら、各市町教育委員会の業務量管理・ 

健康確保措置実施計画の目標等の把握を行う。 

◆ 市町教育委員会が、計画の策定・公表などに関し、給特法等に規定す 

る義務を十分に果たしていないおそれが認められる場合等には、各教育事  

務所等と連携を図りながら、指導・助言等を行う。 

◆ 市町教育委員会が策定した計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指 

導、助言その他の援助を行う。 

 

Ⅶ．関連する取組、フォローアップ 
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◆ 教職員定数の改善・加配等について、全国都道府県教育委員会連合会 

と連携を図りながら国に対する要望を行う。 

◆ 市町教育委員会、教育事務所等と連携を図りながら、適正な人員の配 

置に努めるとともに、非常勤学校教育職員等も活用し、公立小・中学校及 

び義務教育学校の育児休業者等に対する積極的な補充を行う。 

◆ 教員業務支援員配置事業等を実施し、計画の達成に向けて市町教育委 

員会を支援する。 

◆ 各学校における教育課程の編成が適切に行われるよう、市町の取組に 

対する指導・助言等を行う。 

◆ 学校部活動の適正な運営や効率的・効果的な活動推進や適切な指導体 

制の構築の取組を支援する。 

◆ 部活動の地域展開について、県全体の改革の方針を示し、市町の円滑 

な実施に向けてきめ細かな支援を行う。 

◆ １つの市町では対応が難しい場合もあるため、広域での実施がより効 

果的、効率的となる取組を主な対象として、広域的な基盤づくりに努める。  

(3) 県教育事務所 

◆ 教育政策課、義務教育課等と連携を図りながら、管内市町教育委員会 

の業務量管理・健康確保措置実施計画の目標等の把握を行う。 

◆ 管内市町教育委員会が、計画の策定・公表などに関し、給特法等に規 

定する義務を十分に果たしていないおそれが認められる場合等には、教育 

政策課、義務教育課等と連携を図りながら、指導・助言等を行う。 

◆ 管内市町教育委員会が策定した計画の円滑かつ確実な実施に関し必要 

な指導、助言その他の援助を行う。 

◆ 管内市町教育委員会、義務教育課等と連携を図りながら、地域の実情 

に応じた適正な人員の配置に努めるとともに、非常勤学校教育職員等も活 

用し、公立小・中学校及び義務教育学校の育児休業者等に対する積極的な 

補充を行う。 

◆ 学校訪問時等に、各学校における教育課程の編成状況、教職員の勤務 

状況や働き方改革に向けた取組の状況について、指導・助言等を行うとと 

もに、管内市町教育委員会の取組事例・計画内容の横展開を行い、好事例 

の普及に努める。 
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Ⅷ ． 参 考 資 料  
 

１ 栃木県公立学校業務改善推進委員会 

○ 委員名簿（14 名） 

氏 名 役 職 等 

阿部 信太郎 県教育委員会事務局下都賀教育事務所長 

大髙 栄男（委員長） 県教育委員会事務局教育次長（指導） 

小野瀬 善行（副委員長） 宇都宮大学教職大学院准教授 

葛西 美奈子 ＴＭＣ経営支援センター代表取締役社長 

口川 和伸 宇都宮市立東小学校長 

熊倉 孝郎 栃木県教職員協議会会長 

鯉沼 正行 栃木県高等学校教職員組合執行委員長 

小堀 茂雄 宇都宮市教育委員会教育長 

髙橋 重年 宇都宮市立陽南中学校長 

竹村 克己 栃木県医師会常任理事 

豊住 隆行 栃木県立大田原高等学校長 

平井 謙司 栃木県立盲学校長 

福田 治久 栃木県ＰＴＡ連合会会長 

吉成 伸也 那珂川町教育委員会教育長 

（五十音順・敬称略） 

○ 経過 

開催日 内容 

令和７(2025)年11月14日 計画骨子案について 

令和８(2026)年１月19日 計画素案について 

２ 県教育委員会 

開催日 内容 

令和８(2026)年３月12日 計画の策定について 
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